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まちの案内板 ・・・問い合わせ先問 ・・・申し込み先申

案内板
まちの

その他

　「だし」をとるって、とてつもな
く難しいわけではなく実は簡単な
んです。
　香り豊かでうまみのある「だし」
の取り方、活用方法を『だしソムリ
エ』が教えます。
自分や家族の健康を守る幸せ

「だし」生活をはじめてみません
か。
▶講座内容
①講話「だしの活用方法～減塩
　との上手な付き合い方」
②実技体験「だしの飲み比べ」
▶日時
３月９日（土）１０時～１２時
▶場所
働く婦人の家　し～ず・うみ
▶参加費　800円
▶定員　20人
・ し～ず・うみ
　☎932-0365

shes-umi@mail.town.umi.fukuoka.jp
　健康課　健康推進係
　☎934-2243
　FAX933-7512（代）

し～ず・うみ　健康課共催
健康講座
～幸せ「だし」生活～

問

　国から配信された情報を、Jア
ラート（全国瞬時警報システム）で

受信し、防災行政無線で放送しま
す。
　訓練放送のため、災害とお聞
違えにならないよう、お気をつけ
てください。
※気象や地震などの状況で中止
　することがあります。
▶日時
２月９日（金）　１１時から
▶対象
町内全域
地域コミュニティ課　危機管理係

　☎933-5500
　FAX934-2275

全国一斉情報伝達試験（Jア
ラート）実施

問

　自殺対策の総合的な推進を図
るため、「第２期宇美町自殺対策
計画」を令和５年１０月に策定しま
した。
　あなた自身が悩みを抱えてい
たり、周りに悩んでいる人がいた
ら、一人で抱え込まずに、福祉
課または各専門機関へご相談く
ださい。
　詳しくは、町ホームページをご
覧ください。
▶町ホームページ
https://www.town.umi.lg.jp/s
oshiki/39/20721.html

福祉課　福祉・手当係
　☎934-2278
　FAX933-7512（代）

第2期宇美町自殺対策計画

問 ▶上映作品
「ピア　まちをつなぐもの」
倒れた父の医院を継ぐため、
大学病院を辞めざるを得なく
なった若手医師の高橋雅人は、

訪問診療も渋々始めるが、地
域の患者や家族たちの医療に
は関心を持てない。ケアマネ
ジャーなどとの連携も積極的に
取らず地域医療の中で孤立して
いく。そんな中、ある患者家
族との出会いで考え方が少しず
つ変わっていくことに…。
細田善彦、水野真紀、升毅ほ
か出演。
(バリアフリー対応　日本語字
幕入り上映） 
▶日時
２月４日（日）
１３時１５分受付・開場
１３時３０分上映　（９９分）
▶場所
うみみらい館　２階　多目的
ホール 
▶対象　一般成人
▶定員　１００人
▶申込方法
図書館カウンターおよび電話・
ＦＡＸ申込　
１月１６日（火）～２月３日（土)受
付時間１０時～１９時休館日除く
※期間内に定員に達した場合は
　終了
町立図書館

　☎932-0600
　FAX932-0631

図書館映写会開催

催し

広 告

★宇美はるだ 原田 4-18-8　原田下公民分館
TEL934-3180　携帯 090-1345-8634　須原（火金）

★宇美センター 宇美 4-2-10　木村ビル 2F
TEL957-6615　携帯 090-9075-6404　荒木（火水金）

★国語は全ての教科の基本!! 学年を越えた読解力をつけよう
　読み聞かせから本好きを育てる!! 本好きは一生の財産♪

２月無料体験学習受付中!

期間中1週間2回まで

書写（水）

2/１(木)～29(木)

★
　読み聞かせから本好きを育てる!! 本好きは一生の財産♪

★申込はwebで!

新入学児童生徒学用品費
(就学援助費)支給
経済的な理由で義務教育を受
けさせることが困難な保護者
に、学用品費などを援助する制
度があります（所得審査有）。
新入学児童生徒の学用品費は
入学前の３月に支給します。
▶対象
町立小中学校に入学予定の児
童生徒の保護者で、町内に住
所を有し、生活保護は受けて
いないが、これに準ずる程度
に困窮していると認められる
世帯（町民税の非課税世帯、児
童扶養手当受給世帯など）。
▶申請方法
申請を希望する人は、入学通
知書に同封の「ご案内」を確認
のうえ、学校教育課へ申請書
を提出してください。
▶申請書受付期間
１月１９日（金）～２月１６日(金)
▶支給額
小学生・・・51,110円
中学生・・・57,980円
学校教育課　教育総務係

　☎934-2245
　FAX933-9211

スマホ用電子証明書利用 
コンビニ交付サービス拡大
マイナンバーカードのICチッ
プに格納されている署名用電子
証明書をスマホに搭載すること
で、スマホを使ってコンビニ交
付サービスを利用できるように
なります。搭載できるスマホに
限りがありますので、詳しくは
町ホームページをご参照くださ
い。
※利用にはマイナポータルアプ
　リのダウンロードが必要にな
　ります。
住民課　戸籍住民係

　☎932-1111（代）
　FAX933-7512（代）
　デジタル庁　総務省
　マイナンバー総合フリーダイ
　ヤル
　☎0120-95-0178
平　日/9時30分～20時
土日祝/9時30分～17時30分

子育て・教育

問

小・中学校入学通知書
発送
４月に小学校・中学校へ入学
予定のお子さんがいるご家庭
に、１月末までに「入学通知書」
を発送します。
入学通知書が届かない場合
や、就学の相談がある場合はご
連絡ください。
また、私立学校など町立学校
以外に入学する場合は、学校教
育課へ届出をお願いします。
学校教育課　教育総務係

　☎934-2245 
　FAX933-9211

問

問

障がいがある人の後期高齢
者医療の早期適用
一定の障がいがある人は、７
５歳到達前でも、現在加入して
いる医療保険(国民健康保険や各
種社会保険)から脱退し、後期高
齢者医療制度の早期適用を受け
ることができます(要申請)。
早期適用すると、後期高齢者
医療保険料が発生しますが、制
度の負担区分判定に従い、現役
並み所得者以外の人は、医療機
関窓口での自己負担割合が１～
2割になります。詳細は住民課医
療年金係（７番窓口）へご相談く
ださい。
▶対象
　65歳～ 74歳の人で、次のい
　ずれかに該当する人
（1）身体障害者手帳1～3級
（2）身体障害者手帳4級で、次の
　  いずれかの障がいを持つ人
  ・ 音声機能障害・言語機能障害
  ・ 両下肢のすべての指を欠く
  ・ 下肢を下腿の2分の1以上欠く
  ・ 下肢の機能に著しい障がい
（3）療育手帳Ａ（A1、A2、A3）
（4）精神障害者保健福祉手帳
　  １・２級
（5）国民年金法などの障害年金　
　  １・２級
住民課　医療年金係
☎932-1111（代）
FAX933-7512（代）

問

【2月末発送】後期高齢者医
療加入者の医療費通知

　福岡県後期高齢者医療広域連
合では、健康や医療に対する認識
を深めてもらうため、年３回
（７、11、翌２月）医療費通知を
発行しています。
　２月中旬に、令和５年８月～
11月診療分の医療費通知を発送
します。通知は被保険者本人住
所（別途送付先変更を行っている
場合を除く）に圧着ハガキにて送
付します。
※通知作成日時点で亡くなって
いる人の通知は発送されませ
ん。
※医療機関からの情報受渡しの
タイミングにより、本通知に
記載されていないことがあり
ます。医療費控除の明細書と
して使用する場合は、領収書
などに基づき内容を追加して
ください。
住民課　医療年金係
☎932-1111（代）
FAX933-7512（代）
福岡県後期高齢者医療広域連
合お問い合わせセンター
☎651-3111
FAX651-3901
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